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仕  様  書 

 

 

１ 件  名 

機械警備業務 

 

２ 履行場所 

芝浦アイランドこども園 港区芝浦４－２０－１ 

 

３ 警備箇所  

当施設及びこれに属する物件 

 

４ 警備目的 

当施設における火災、盗難を防止し、財産の保全を図ることを目的とする。 

 

５ 警備設備  

受注者は、有線通報設備による警備ができるよう警報機器を設置しなければなら

ない。 

 

６ 業務内容 

（１）当施設に設置した、警報機器及び緊急要員の出動により次の業務を行う。 

ア 火災の防止 

（ア）警報の受信、緊急要員への指示、現場への急行及び消防への通報 

（イ）現場到着後の消火作業 

イ 盗難の防止 

（ア）警報の受信、緊急要員への指示、現場への急行及び必要ある場合の警察へ

の通報 

（イ）現場到着後における不審者の発見、警察への通報 

ウ 異常事態発生時における処置 

（ア）速やかに事故発生現場に急行し、異常事態の内容を確認するとともに、事

態の拡大防止にあたること 

（イ）緊急要員は、確認後管制本部へその状況を連絡し、必要に応じて警備の強

化を要請する。 

（ウ）あらかじめ届け出た芝浦アイランドこども園の警備責任者へ緊急連絡する。 
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７ 補  償 

業務中に生じた事故については、受注者の責任において処理し、受注者の責によ

る建物等に与えた損害についても、受注者の責任において補償するものとする。 

 

８ 警備責任・警備時間 

受注者の警備責任と警備時間は、警備時間内において当施設に設置した警報機器

を作動した時点に始まり、警戒状態を解除した時点に終了する。 

 

９ 警備実施要領 

（１）警報機器による警備 

ア 当施設に設置した警報機器は、ＮＴＴの専用線を利用して受注者の管制本部

に接続する。設置された警報機器は建物への侵入・火災の発生等異常事態を感

知し、これを受注者の管制本部に通報する機能を持つものとする。 

イ 受注者は、警報機器が常に正常に機能するように管理しなければならない。 

ウ 管制本部は、警備時間中受信装置を間断なく監視するとともに、常に緊急要

員と連絡を保てるよう機能の万全を図らなければならない。 

（２）警備実施状況の報告 

受注者は、事故の際の処理状況報告書を遅滞なく施設管理者に提出するものと

する。 

（３）鍵の預託 

港区は、受注者が警備上必要な鍵を受注者に預託する。受注者は、預託された

鍵を厳重に管理するものとする。 

（４）警備機器の保守点検 

芝浦アイランドこども園に設置された警報機器の機能については、適時適切に

保守点検を行うものとする。 

（５）巡回による警備 

   やむを得ない理由により警報機器が使用できないときは、以下の要領により巡

回警備を実施する。 

ア 緊急要員については施錠の点検を行うとともに、火災・盗難等異常の有無に

ついて確認するものとする。 

イ 巡回警備の時間及び回数は、次のとおり行うものとする。 

 ００時００分から２４時００分まで ４回 

ウ 異常事態発生時における処置は、６（１）ウに準じて行うものとする。 



   

仕 様 書 

 

１ 件名 

  給食関係設備等点検業務 

 

２ 履行場所及び対象機器 

  港区立芝浦アイランドこども園（港区芝浦４－２０－１） 

 

３ 内容   

（１）ガス漏れの有無及び不完全燃焼の有無に係る点検及び調整（一酸化炭素

濃度測定を含む）を行うこと。 

（２）電源接続部分の絶縁不良及び接触不良の有無に係る点検及び調整を行う

こと。 

（３）燃焼部、内装部、その他主要部分の機能の損傷、消耗状態等の点検及び

調整を行うこと。 

（４）バーナー部分については、目詰まり等の有無を確認し、適切な器具で清

掃すること。 

（５）フィルターが付いている機器はすべてフィルターを清掃すること。 

（６）殺菌灯を取り替えること。 

（７）スチームコンベクションに付属する浄軟水器カートリッジを交換するこ

と。 

（８）次の事項は、本作業に含むものとする。 

ア 部品の交換、分解を要さない簡易な調整及び修理 

イ 部分的なネジ留め、パンチ留め、注油、銀粉塗装 

ウ 食器洗浄機の清掃 

（ア）ラックレールや残滓カゴ、洗浄、すすぎノズル等も含め、食器洗

浄機内に付着した洗剤かす等の汚れを取り除く。 

（イ）パイプのつまりが解消するよう内側のカルキを取り除く。 

（ウ）洗浄機本体の外観部を水拭する。 

（エ）清掃終了後、正常に稼動するよう調整する。 

（９）機器ごとの点検結果（評価）について、点検結果報告書に記載すること。

点検は機器に応じて詳細に行い、点検結果報告書に実施事項及び点検結果

に対応した作業内容を具体的に記載すること。 

（10）機器ごとに詳細な仕様（製造者・型式・機番・熱源・容量・製造年月等）

を確認し、可能な限り報告書に記載すること。 
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（11）異常箇所がある場合は、施設長の立会いの下に確認の上、下記のＡから

Ｅの分類及び詳細を記載すること。なお、異常箇所がある場合は、報告書

に写真を添付すること。 

Ａ 異常なし 

Ｂ 要修理 

Ｃ 要オーバーホール 

Ｄ 修理不能 

Ｅ 保安上使用中止 

（12）点検の結果、緊急に修理、オーバーホール等を要する場合には、速やか

にその旨を区に報告し、指示を求めること。 

 

４ 受注者の責務 

（１）履行に要する機器、資材等は、特に定めのない限り、受注者の負担とす

る。ただし作業に必要な電気、水道等の使用については、履行場所の施設

長の許可を得た場合には必要最小限度使用できるものとする。 

（２）履行に係る作業は、原則、日曜日及び祝日を除く午前９時００分から午

後５時００分までの間に実施すること。その他の時間に実施することを要

する場合には、区と受注者で協議の上決定する。また、作業に際し、履行

場所の施設長と作業日時等を調整し、作業日程を担当課へ連絡すること。 

（３）作業完了後、履行場所の施設長の確認を得ること。 

（４）作業の際に発生した枝葉等については、受注者の責任においてすべて持

ち帰り適正に処分すること。 

（５）履行に際し発生した損害（施設及び設備の破損、機器その他動植物及び

第三者に及ぼした損害）は、区の責に帰する場合を除き、受注者の責任に

おいて弁償、損害賠償又は原状回復を行うこと。 
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NO 品名 メーカー名・型番等 数量

1 はかり（台秤） BSC-102P　近藤産興 1

2 検食用冷凍庫 FRF7665J　フジマック 1

3 運搬車（スタッキングカート） STK-500　三英物産 2

4 冷蔵庫 FR6165J　フジマック 1

5 戸棚　1500×600×1800 FCC1560　フジマック 2

6 戸棚　1200×600×1800 〃 1

7 戸棚（ドライ仕様）1650×900×800 フジマック 1

8 戸棚（ドライ仕様）900×600×800 〃 1

9 戸棚（ドライ仕様）1200×600×800 〃 2

10 戸棚　1200×600×800 〃 1

11 作業台　1200×750×851 日本給食設備 1

12 包丁まな板消毒保管庫 FEDB5455　フジマック 1

13 ミキサー DLC-NXPLUS　クイジナート 1

14 ミキサー（ブレンダー） VITA‐PREP3　バイタミックス 1

15 熱風消毒食器保管庫 FEDBW20S　フジマック 1

16 熱風消毒食器保管庫 FEDB5　　フジマック 1

17 熱風消毒食器保管庫 FEDB20W　　フジマック 1

18 架台（コンビオーブン専用） BC-1　フジマック 1

19 電気スープケトル NSK-75H　日本給食設備 1

20 コールドテーブル FRT1260CA　フジマック 1

21 コールドテーブル FRT1260CAF　フジマック 1

22 IHテーブル FIC12601FTB　　フジマック 1

23 IHどんぶりコンロ FID46604　フジマック 1

24 架台（IHどんぶりコンロ専用） フジマック 1

25 配膳台（ドライ仕様）　1200×450×800 日本給食設備 1

26 水切り台（ソレイドテーブル　ドライ仕様） 〃 1

27 水切り台（クリーンテーブル　ドライ仕様） 〃 1

28 食器洗浄機 UC-602　東京超音波技研 1

29 厨房ワゴン（移動台　ドライ仕様） 日本給食設備 2

30 厨房ワゴン（リフト運搬車） 〃 7

31 厨房ワゴン（ラックシェルフ） 〃 1

32 厨房ワゴン　 FGAW-3　トクヤマ 5

港区立芝浦アイランドこども園給食関係設備点検対象機器一覧



33 食器洗浄機 FDW60FE　フジマック 1

34 冷凍庫 HF-75ZT　ホシザキ 1

35 レンジ（スチームコンベクション） MIC-10SA3　ホシザキ 1

36 炊飯器 FRC162FA　フジマック 1
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別紙７ 

仕  様  書 

 

1 件 名 

 環境衛生管理及び清掃業務 

 

２ 履行場所 

  港区立芝浦アイランドこども園（港区芝浦４-２０-１） 

 

３ 業務内容 

日常清掃及び定期清掃 

 日常及び定期清掃並びに施設内のゴミ収集・指定集積場所までの運搬とし、作業場所

及び作業内容については、「５ 作業内容」のとおりとする。 

 また、清掃対象面積及び対象機器設置数は、「芝浦アイランドこども園清掃対象面積

表（別紙１）」「芝浦アイランドこども園空調機設置数（別紙２）」のとおりとする。 

 

４ 作業日等 

（１）環境衛生管理 

事前に施設長と協議し、作業計画書を提出し承認を得ること。作業計画書には、使用す

る薬剤、使用量、使用場所、及び化学物質の低減化対策を明記すること。また、ＭＤＭ

Ｓ等の薬剤資料を提出すること。 

（２）定期清掃 

管理者と事前に協議のうえ、施設運営に支障のない日程・時間で実施するものとする。 

 

５ 作業内容 

（１）日常清掃    

平日 7:00～21:00 

   土・日・祝 9:00～18:00 

   12月 31日、1月 1日・2日・3日を除く。 

 

No 作業箇所 No 作業内容 回数 

１ 玄関・玄関ホール 

エレベータホール 

ロビー・階段 

１ 床の清掃 2/日 

２ ごみ箱の内容物を回収する 〃 

３ 扉・手摺の拭き掃除をする 1/週 

４ 金属部分の拭き掃除をする 2/日 

５ 防塵マットを掃除する 〃 

６ ガラスの拭き掃除をする 〃 

７ テーブル･椅子等の拭き掃除をする 〃 
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８ 掲示板等の拭き掃除をする 1/週 

２ エレベータ 

自動ドア 

１ 床の清掃 2/日 

２ 金属部分の拭き掃除をする 〃 

３ ガラスの拭き掃除をする 〃 

４ 扉の溝を掃除する 〃 

５ 扉・壁面を掃除する 〃 

３ 職員トイレ 

保育室トイレ 

バリアフリートイレ 

野外トイレ 

 

１ 床の清掃 2/日 

２ ごみ箱・汚物入れの内容物を回収す

る 〃 

３ 便器を掃除する 〃 

４ 洗面台･鏡を掃除する 〃 

５ ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ・水石鹸を補充する 〃 

６ 扉・間仕切りを掃除する 1/週 

７ 金属部分の拭き掃除をする 〃 

４ ゴミ集積所 １ 床の清掃 2/日 

２ 排水口の清掃をする 〃 

３ ごみ容器の清掃をする 1/週 

５ 屋外階段 

バルコニー 

１ 床の清掃 1/週 

２ 排水口の清掃をする 〃 

６ 外回り 

(自転車置場含む) 
１ 

ごみ取りをする 

 
2/日 

７ 事務室・相談室 

 

１ 机上を拭く 1/日 

２ 床の清掃をする 〃 

３ ごみ箱の内容物を回収する 〃 

４ 窓台等の清掃をする 1/週 

５ 扉の清掃をする 〃 

８ 保健室・調乳室・ 

沐浴室・休憩室 

 

１ 床の清掃をする 1/日 

２ ごみ箱の内容物を回収する 〃 

３ 流し台と周辺の掃除をする 〃 

４ テーブルの掃除をする 〃 

５ 扉の清掃をする 1/週 

９ 遊戯室・絵本コーナー・

バギー置場・プレーコー

ナー 

１ 床の清掃をする 1/日 

２ ごみ箱の内容物を回収する 2/日 

３ テーブルの掃除をする 1/日 

４ 家具上部の埃取りを行う 1/週 

５ 窓台等の清掃をする 〃 
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６ 扉の清掃をする 〃 

10 更衣室・廊下 １ 床の清掃をする 1/日 

２ 壁面（低所）を掃除する 1/月 

 

（２）床清掃  

Ａ 木床清掃 

 ▼剥離作業 ４年に１回 

◇作業手順 

1 希釈した剥離剤を床面に撒き、ポリッシャーにて洗浄後汚水を回収、

そ 

の後水拭きを行う。 

2 専用ワックスを２回塗布する。 

3. 十分に乾燥させる。 

＊使用洗剤：ハクリスターpro10 

 

▼ワックス塗布作業 年３回 

◇作業手順 

1 床面をダスタークロス、掃除機等で除塵する。 

2 希釈した専用洗剤を使用してパットにて洗浄する。 

3 ウエットバキュームで汚水を回収する。 

4 清水を使用したモップで拭き上げをする。 

5 ワックスを床面に一定の間隔で専用モップにて均一に塗布する。 

＊ワックスがけには、合成界面活性剤や有機溶剤等の化学物質を含まな

い、天然成分１００％のクリーナー、ワックスを使用すること。 

 

▼補修剤散布作業 年３回 

◇作業手順 

1 床面をダスタークロス、掃除機等で除塵する。 

2 希釈した専用洗剤を使用してパットにて洗浄する。 

3 ウエットバキュームで汚水を回収する。 

4 清水を使用したモップで拭き上げをする。 

5 補修剤を散布する。 

6 バフ機でバフィングし光沢を復元、更に皮膜の強度を強める。 

＊使用洗剤：TA-4 

 

Ｂ 石床清掃  年６回 

  ◇作業手順 

1 床面に染み（内部汚れ）がある場合は清掃前に染み抜きを実施する。 
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2 石材用中性洗剤を塗布しポリッシャー洗浄を行い、すすぎ、拭き上

げを行う。 

 

Ｃ カーペット清掃  年２回 

◇作業手順 

1 掃除機掛け（土砂やごみの除去） 

2 備品等に洗剤や汚水が付着しないように養生をする。 

3 前処理剤を散布する。 

4 前処理作業：ひどい汚れ箇所はポリッシャーにてシャンピングを行

う。染みはシトラススポッター（染み取り剤）を使用し除去する。 

5 高圧スチーム洗浄機にて洗浄、汚水の回収をする。 

 

（３）窓ガラス清掃  

▼外部清掃 年３回 

 屋上からブランコを使って下降しながら清掃する。 

▼内部清掃 年１回 

 １Fエントランスはゴンドラを使用する。 

 

◇作業手順 

1 窓ガラスに適正洗剤を入れた水を含ませ塗布し、汚れをガラスの表

面から浮き上がらせる。スクイジーで浮き上がった汚れを水と一緒に

除去する。 

2 ガラス面や窓枠・レール部分に清掃による汚水等を残さないよう乾

いた布等で拭き取り、スジやくもりが残らないよう磨きをかける。 

＊洗剤等で建具に損傷・汚損等のないように注意する。 

＊高所作業（ロープ・ゴンドラ）等危険を伴う作業を行う場合は安全

対 

策を行い、事故防止のために十分な措置をして作業を行う。 

 

（４）吸・排気口、天井付扇風機・換気扇清掃  

 ・吸気口 年１回 

  ・排気口 年２回（表面清掃のみ年１回、表面清掃＋内部清掃年１回） 

  ・天井付換気扇 年２回 

  ・天井付扇風機 年４回 

 

◇作業手順 

排気口 春 1 天井に取り付けてある空調口を取り外し、内

部を掃除機等で除塵する。 
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2 空調口の金属部分の汚れや埃を、洗剤を塗布

したウエスで拭き取り、清水を含ませたウエス

で拭き上げた後、天井に取り付ける。 

秋 1 天井に取り付けてある状態で、空調口の金属

部分の汚れや埃を洗剤を塗布したウエスで拭き

取り、清水を含ませたウエスで拭き上げる。 

給気口 春 1 天井に取り付けてある状態で、空調口の金属

部分の汚れや埃を洗剤を塗布したウエスで拭き

取り、清水を含ませたウエスで拭き上げる。 

天井付扇風機 春 夏

秋冬 

1 天井に取り付けてある扇風機のカバー及び羽

部分を取り外す。 

2 汚れや埃を洗剤を塗布したウエスで拭き取

り、清水を含ませたウエスで拭き上げた後、取

り付ける。 

天井付換気扇 春秋 1 天井に取り付けてある換気扇カバーを取り外

す。 

2 カバーの汚れや埃を洗剤を塗布したウエスで

拭き取り、清水を含ませたウエスで拭き上げ、

カバーを取り付ける。 

 

（５）室内機フィルター清掃  

   年３～５回（設置場所、季節によって変わる） 

◇作業手順 

1 空調機からフィルターを外し、予備のフィルターと交換する。 

2 外したフィルターを水洗いし汚れを落として保管する。 

 

（６）外調機フィルター清掃  

   年１回 

◇作業手順 

1 外調機よりフィルターを外し、掃除機で汚れを落としてから外調機に取

り付ける。 

 

（７）グリストラップ清掃   

年６回 

◇作業手順 

1 ごみ受けカゴは、ブラシ・水道水を使用し、ごみを取り除く。網目の詰

り等も、ブラシ等により清掃する。 

2 仕切り板は、油等附着物を取り除きウエス等で拭く。 
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3 壁面等は、油・ごみ等をブラシ・水道水にて洗い流す。付着物がひどい

場合は、ケレン等を使い取り除く。 

4 残水をバキュームにて吸い出し、仕上げをする。残水等が残った場合は、

ウエス等で処理をする。 

5 作業終了後、受けカゴ･仕切板を元どおりにセットし､グリストラップの

周辺が汚れた場合はウエス・水道水等で清掃を行う。 

 

（８）グリスフィルター清掃  

   年４回 

◇作業手順 

1 グリスフィルターを外し、１０倍に希釈した油脂専用クリーナー溶液 

(ジョンソン・ブレークアップ)に漬ける。漬ける時間は１時間を目安とし、

汚れが著しい場合は延長する。 

2 レンジフード内のグリスフィルター固定枠廻りを１０倍希釈の油脂専

用クリーナーで拭き油脂分を清掃し、その後十分に水拭き清掃を実施す

る。 

3 グリスフィルターをクリーナー溶液より取り出し、高圧洗浄機を使用し

ブラッシング及び洗浄作業を行う。 

4 フィルターを十分乾燥させ取り付ける。 

 

（９）汚水槽・雑排水槽清掃  

年２回 

◇作業手順 

1 槽内の汚水、雑排水は制御盤の手動スイッチにてポンプアップする。 

2 マンホールの蓋を開けて槽内の酸素濃度を測定し１８％以上を確認し

て槽内に入る。１８％以下の場合は換気ファンを使用し凹部にも充分換気

し再度測定器にて安全を確認する。 

3 バキュームカーよりバキュームホースを延長するとき、壁面床面等を破

損及び汚さぬよう充分注意する。場合によってはシート等で養生する。 

4 作業者は充分注意しながら槽内に入りスカム、スラッジ等をバキューム

カーにて吸出し槽内周壁は角スコ、ケレン棒で油脂分の附着を落し圧力水

にて洗浄する。溜り水は再度バキュームカーにて吸い出す。 

5 電極棒、フロートスイッチの附着物を除去し、点検する。 

6 ポンプ外装、サクションパイプの錆落し、油脂分の清掃を行いストレー

ナーの目詰り等よく調査して塵芥を取り除く。 

7 バキュームホースで吸取れない汚物、雑材、コンクリート殻等はバケツ

にて搬出し、処理する。 

8 清掃道具の置き忘れがないか点検確認し制御盤のスイッチが自動にな
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っているか確認する。 

9 殺虫剤を槽内に散布する、又は気化性殺虫剤（持続性）プレートを取り

付ける。 

10 バキュームホースを片付けた後汚れた床面、通路面をモップ、ウエス

等で清掃する。 

 

６ 環境により良い自動車利用について  

（１）本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と

安全を確保する環境に関する条例（平成１２年東京都条例第２１５号）の規定に基

づき、次の事項を遵守すること。 

ア ディーゼル車規制に適合する自動車であること。 

イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削

減等に関する特別措置法（平成４年法律第７０号）の対策地域内で登録可能な自動

車利用に努めること。 

（２）電動車を始め、低公害・低燃費な自動車利用に努めること。電動車とは、電気自

動車（ＥＶ）、プラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ）、燃料電池自動車（ＦＣＶ）、

ハイブリッド自動車（ＨＶ）の総称を指す。 

（３）適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少

装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、

又は提出すること。 

（４）本契約の履行に当たって観光バスを使用する場合は、「観光バスの環境性能表示

に係るガイドライン（平成 29 年 3 月 16 日付改正 28 環改車第 790 号）」に規定する

評価基準Ａランク以上の車両を供給すること。 

 

７ その他  

（１）ガラス清掃作業を含む高所作業等については、清掃作業員の教育指導及び労働安

全衛生関係法令等遵守して安全管理の万全を帰すること。 

（２）調理室・処理室及び調理人控室においては、衛生上支障のない作業服に着替え、

作業を行い、入室の可否については事前に施設長と十分協議の上決定するものとする。 

（３）本作業に使用する洗剤、ワックスその他の薬品等は、本建物の各材質の特性を十

分に検証し、最適の清掃資材を使用すること。特にワックスについては、樹脂ワック

スのうち、塗布後の科学物質の放散が少ないものを使用する。製品安全データシート

あるいは製造業者の情報提供書類を提出すること。また、塗布する量は最小限とし、

塗布後は換気を十分に行うこと。 

（４）水道・電気等の使用については、必要最小限にとどめること。 

（５）便所については、特に衛生に留意し、便器、オストメイト及びウォシュレット等

は適剤により洗浄すること。 

（６）作業員は、作業中、受注者の定める制服を着用し、名札をつけるものとすること。 

（７）作業員の半数以上は、経験者とすること。 
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（８）本仕様書に定めのない事項、又は作業の実施に当たって疑義が生じた場合は、港

区と指定管理者が協議してこれを定めるものとする。 

 



仕様書別紙２

階数 作業箇所 床材質 面積㎡

乳児室・ほふく室 144.21

保育室 46.32

調理室 104.06

医務室 13.67

便所（職員用、児童共用） 14.06

便所（１，２歳児用） 15.06

調乳室 9.39

沐浴室 8.42

事務室 72.26

その他 ー 650.56

一時・長時間保育室 93.12

共用部その他 ー 557.44

一階 計 1728.57

保育室 108.15

遊戯室 111.22

便所（職員用、児童共用） 30.88

保育士室 61.72

その他 ー 230.79

共用部その他 ー 230.79

二階 計 773.55

合計 2502.12

芝浦アイランドこども園清掃対象面積表

１階

2階



 

 

 

 

 

 

建物清掃等業務共通仕様書 
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第１章 総則 

 

第１節 一般事項 

1.1.1 業務目的 

(a) 日常清掃業務及び日常巡回清掃業務 

除塵、拭き、ごみの収集等の日常的な作業により、汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除

去することによって、建築物の衛生的環境の確保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な住

環境（執務環境）を整備するとともに、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸に資するこ

とを目的とする。 

(b) 定期清掃業務 

除塵、拭き、洗浄、保護剤の塗布等の定期的な作業により、日常的な清掃では除去困難な汚

れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去するとともに、建築物部材を保護することによ

って、建築物の衛生的環境の確保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な住環境（執務環境）

を整備するとともに、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸に資することを目的とする。 

(c) 用務業務 

保育園、幼稚園及び学校における洗濯、布団干し、樹木・花壇の手入れ、施設設備の修繕等

の日常的な作業により、園児、児童及び生徒が快適かつ安全に過ごせ、保護者が安心して子ど

もを預けられるよう、施設環境作りの充実と向上を目的とする。 

 

1.1.2 適用 

(a) 本共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は、区が管理する建築物及びその附帯施設（以

下「建築物等」という。）の清掃並びに保育園、幼稚園及び学校の用務（以下「建物清掃等」と

いう。）に関する業務に適用する。 

(b) 共通仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行すべ

きものとする。 

(c) 建物清掃等業務に係る契約書は以下によるものとし、相互に補完するものとする。ただし、

契約図書間に相違がある場合の優先順位は、次の(1)から(3)の順番とし、これにより難い場合

は、1.1.5「疑義に対する協議等」による。 

(1) 契約書（頭書及び条項をいう） 

(2) 特記仕様書（図面、機器リストを含む） 

(3) 共通仕様書 

 

1.1.3 用語の定義 

共通仕様書において用いる用語の定義は、次のとおりとする。 

(1) 「施設管理担当者」とは、契約書に規定する施設管理担当者をいい、建築物等の管理に携

わる者で、保全業務の監督を行うことを発注者が指定した者をいう。 

(2) 「受注者等」とは、当該業務契約の受注者又は契約書の規定により定めた受注者側の業務

責任者をいう。 

(3) 「業務責任者」とは、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために施設管理担当

者との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。 

(4) 「業務担当者」とは、業務責任者の指揮により業務を実施するもので、現場における受注

者側の担当者をいう。 

(5) 「業務関係者」とは、業務責任者及び業務担当者を総称していう。 

(6) 「施設管理担当者の承諾」とは、受注者等が施設管理担当者に対し書面で申し出た事項に



2 

ついて、施設管理担当者が書面をもって了解することをいう。 

(7) 「施設管理担当者の指示」とは、施設管理担当者が受注者等に対し業務の実施上必要な事

項を、書面によって示すことをいう。 

(8) 「施設管理担当者と協議」とは、協議事項について、施設管理担当者と受注者等とが結論

を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。 

(9) 「施設管理担当者の検査」とは、業務の各段階で、受注者等が実施した結果等について提

出した資料に基づき、施設管理担当者が契約図書との適否を確認することをいう。 

(10) 「施設管理担当者の立会い」とは、業務の実施上必要な指示、承諾、協議及び検査を行う

ため、施設管理担当者がその場に臨むことをいう。 

(11) 「特記」とは、1.1.2「適用」の(c)の(1)及び(2)に指定された事項をいう。 

(12) 「業務検査」とは、契約書に規定するすべての業務の完了の確認又は、毎月の支払の請求

に関わる業務の終了の確認をするために、発注者が指定した者が行う検査をいう。 

(13) 「作業」とは、共通仕様書で定める建物清掃等に当たることをいう。 

(14) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が作業の実施を判断すべき場

合においては、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けて対処すべきことをいう。 

(15) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいう。ただ

し、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けた場合は他の手段によることができる。 

(16) 「日常清掃」とは、１日単位の短い周期で日常的に行う清掃をいう。 

(17) 「定期清掃」とは、週、月又は年単位の周期で定期的に行う清掃をいう。 

(18) 「日常巡回清掃」とは、１日１回の日常清掃後、巡回しながら部分的な汚れの除去、ごみ

収集等を行う作業をいう。 

(19) 「用務」とは、洗濯、布団干し、樹木・花壇の手入れ、施設設備の修繕等の日常的な作業

をいう。 

 

1.1.4 受注者の負担の範囲 

(a) 業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は、特記がある場合に限り

受注者の負担とする。 

(b) 清掃に必要な資機材及び消耗品（ごみ袋、トイレットペーパー、水せっけんその他特記によ

る）は、受注者の負担とする。 

 

1.1.5 疑義に対する協議等 

(a) 契約図書に定められた内容に疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議する。 

(b) (a)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更を行う場合は、受注者及び発注者の協議に

よる。 

(c) (a)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更に至らない事項は、1.2.5｢業務の記録｣(a)

の規定による。 

 

1.1.6 報告書の書式等 

報告書の書式は、別に定めがある場合を除き、施設管理担当者の指示による。 

 

1.1.7 関係法令等の遵守 

業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。また、そ

の適用及び運用は、受注者の責任において適切に行う。 
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1.1.8 秘密の保持 

受注者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。契約の解除及び期間満了後に

おいても同様とする。 

 

 

第２節 業務関係図書 

1.2.1 業務計画書 

(a) 業務責任者は、業務目的に照らし適切な業務の実施に先立ち、実施体制、全体工程、業務担

当者が有する資格等、必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、施設管理担当者の

承諾を受ける。ただし、軽微な業務の場合において施設管理担当者の承諾を得た場合はこの限

りではない。 

(b) 業務関係者が施設に常駐して行う業務においては、受注者は業務関係者の労務管理について

適切に行うよう計画する。 

 

1.2.2 作業計画書 

業務責任者は、業務計画書に基づき作業別に、実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、業

務責任者名、業務担当者名、安全管理等を具体的に定めた作業計画書を作成して、作業開始前に

施設管理担当者の承諾を受ける。 

 

1.2.3 貸与資料 

貸与資料は、特記による。なお、点検対象の設備機器等に備え付けの図面、取扱説明書等は使

用することができる。ただし、作業終了後は、原状に復するものとする。 

 

1.2.4 業務の記録 

(a) 施設管理担当者と協議した結果について記録を整備する。 

(b) 業務の全般的な経過を記載した書面を作成する。ただし、同一業務内容を連続して行う場合

は、施設管理担当者と協議の上、省略することができる。 

(c) 一業務が終了した場合には、その内容を記載した書面を作成する。 

(d) (a)から(c)の記録について、施設管理担当者より請求された場合は、提出又は提示する。 

 

 

第３節 業務現場管理 

1.3.1 業務管理 

契約図書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し、品質、工程、安全等の

業務管理を行う。 

 

1.3.2 業務責任者 

(a) 受注者は、業務責任者を定め施設管理担当者に届け出る。また、業務責任者を変更した場合

も同様とする。 

(b) 業務責任者は、業務担当者に業務目的、作業内容及び施設管理担当者の指示事項等を伝え、

その周知徹底を図る。 

(c) 業務責任者は、業務担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。なお、業務責任者

は業務担当者を兼ねることができる。 
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1.3.3 業務条件 

(a) 業務を行う日及び時間は、特記による。 

(b) 契約図書に定められた業務時間を変更する必要がある場合には、あらかじめ施設管理担当者

の承諾を受ける。 

 

1.3.4 環境衛生管理体制 

(a) 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」による建築物環境衛生管理技術者の適用

は、特記による。 

(b) 建築物環境衛生管理技術者は、法令に従い、環境衛生の維持管理に関する監督を行い、衛生

的環境の確保に努める。 

(c) 別契約業務等で建築物環境衛生管理技術者が定められている場合は、その監督下において、

衛生的環境の確保に努める。 

 

1.3.5 業務の安全衛生管理 

(a) 業務担当者の労働安全衛生に関する労務管理については、業務責任者がその責任者となり、

関係法令に従って行う。 

(b) 業務の実施に際し、アスベスト又は PCB の使用を確認した場合は、施設管理担当者に報告す

る。 

 

1.3.6 自主点検 

業務の実施状況について、業務責任者及び業務担当者以外の者が、年間を通じ定期的に自主点

検を行い、施設管理担当者へ報告する。 

 

1.3.7 安全対策 

(a) 受注者の責務において、区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故防止に関

する必要な措置を講ずること。 

(b) 窓ガラス清掃作業を含む高所作業等については、業務関係者の教育指導及び労働安全衛生関

係法令等を遵守して安全管理に万全を期すこと。 

 

1.3.8 事故防止 

(a) 受注者は、本件業務の履行により施設の運営に支障を来すことのないように注意し、その恐

れのある場合又は現に支障を来したと区が認める場合には、これを排除するための特段の措置

を講ずること。 

(b) 受注者は、事故等が発生した場合においては、区の危機管理対応に積極的に協力し、区の求

めに従い速やかに危険の排除及び事故解決に必要な特段の措置を講ずること。 

(c) 受注者が本規定に反して区に与えた損害（その損害のために区が第三者に賠償するものを含

む）は受注者が賠償する。 

(d) 受注者は、業務関係者に対して本規定の主旨を十分に理解させ、事故の発生を防止すること。 

 

1.3.9 鍵の取扱い 

(a) 受注者は、本件業務の履行にあたり区が貸与する鍵の取扱いについては慎重を期するものと

し、盗難等の事故が発生した場合には、その区に与えた損害（その損害のために区が第三者に

賠償するものを含む）を賠償する。 

(b) 受注者は、本件業務の履行開始後速やかに鍵の管理体制を示した台帳を施設管理担当者に提
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出する。 

(c) 鍵は、作業に必要な時間と場所に限って使用する。 

(d) 受注者は、業務関係者に対して本規定の主旨を十分に理解させ、事故の発生を防止すること。 

 

1.3.10 火気の取扱い 

(a) 作業等に際し、原則として火気は使用しない。火気を使用する場合は、あらかじめ施設管理

担当者の承諾を得るものとし、その取扱いに際しては十分注意する。 

(b) 原則として区の施設及び敷地内は全面禁煙とする。 

 

1.3.11 出入り禁止箇所 

業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止する。 

 

1.3.12 環境により良い自動車利用 

(a) 本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保す

る環境に関する条例（平成 12年東京都条例第 215号）の規定に基づき、次の事項を遵守するこ

と。 

(1) ディーゼル車規制に適合する自動車であること。 

(2) 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関す

る特別措置法（平成 4年法律第 70号）の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。 

(b) 低公害・低燃費な自動車利用に努めること。 

(c) 適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書

等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。 

 

 

第４節 業務の実施 

1.4.1業務の範囲及び周期 

(a) 業務の対象となる部分及び周期は、特記による。 

(b) 家具、什器等（椅子等の容易に移動可能なものを除く）の移動は、原則として別途とする。 

(c) 次に示す部分の清掃は、省略できるものとする。 

(1) 家具、什器等があり清掃不可能な部分。 

(2) 電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分。 

(3) 執務中の清掃場所又は部位で、あらかじめ職員に指示を受けた場合。 

 

1.4.2 業務時間 

(a) 日常清掃及び日常巡回清掃を行う時間は、特記による。 

(b) 定期清掃を行う日及び時間は、特記による。 

(c) 用務業務を行う時間は、特記による。 

 

1.4.3 臨時の措置 

臨時に新たな作業が必要になった場合には、その旨を施設管理担当者に報告し、指示を受ける。 

 

1.4.4 業務担当者 

(a) 業務担当者は、その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有するものとする。 

(b) 法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業
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等を行う。 

 

1.4.5 代替要員 

業務内容により代替要員を必要とする場合には、あらかじめ施設管理担当者に報告し、承諾を

得るものとする。 

 

1.4.6 服装等 

(a) 業務関係者は、受注者の定める制服及び作業に適した履物で業務を実施する。 

(b) 業務関係者は、名札又は腕章を着けて業務を行う。 

 

1.4.7 別契約の業務等 

(a) 業務に密接に関連する別契約の業務の有無は、特記による。 

(b) 常駐して行う業務においては、施設管理担当者の監督下において、他業務責任者との調整を

図り、円滑に業務を実施する。 

 

1.4.8 行事等への立会い 

防災訓練等の業務実施施設において開催される行事等への立会いの要否は、特記による。 

 

1.4.9 施設管理担当者の立会い 

作業等に際して施設管理担当者の立会いを求める場合は、あらかじめ申し出る。 

 

1.4.10 業務の報告及び確認 

(a) 業務終了後に、指定された書類（日常・定期作業実施報告書等）をもって、施設管理担当者

へ報告する。 

(b) 職員の指示を受けて作業を省略した部位又は場所は、その旨を報告書に記述する。 

(c) 施設管理担当者より業務の実施状況についての確認の求めがあった場合には、これに立ち会

う。 

 

 

第５節 業務に伴う廃棄物の処理等 

1.5.1 廃棄物の処理等 

(a) 作業により収集したごみは、施設の定める方法で分別、梱包し、集積場所へ運搬する。 

(b) 集積場所は、特記による。 

(c) ごみ処理に必要な費用は、区が負担する。 

 

 

第６節 業務の検査 

1.6.1 業務の検査 

受注者は、契約書に基づき、その支払いに係る請求を行うときは次の書類を用意し、発注者の

指定した者が行う業務の検査を受けるものとする。 

(1) 契約図書 

(2) 業務計画書、作業計画書、業務報告書 
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第２章 施設等の利用・作業用仮設物等 

 

第１節 建物内施設等の利用 

2.1.1 居室等の利用 

(a) 常駐業務室、控室、倉庫等及びその付帯設備並びに什器、ロッカー等の供用については、特

記による。 

(b) 供用室及び供用物は、業務責任者の管理のもと、これらを使用する。 

 

2.1.2 共用施設の利用 

(a) 建物内の便所、エレベーター、食堂等の一般共用施設は、利用することができる。 

(b) 建物内の浴室、シャワー室、休憩室等は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けて使用す

ることができる。 

 

2.1.3 駐車場の利用 

施設の駐車場の利用の可否については、特記による。 

 

 

第２節 作業用仮設物及び持込み資機材等 

2.2.1 作業用足場等 

(a) 足場、仮囲い等は、受注者の負担とする。 

(b) 足場、仮囲い等は、「労働安全衛生法」、「建築基準法」、「建設工事公衆災害防止対策要綱建築

工事編」(平成 5年 1月 12日建設省営監発第 1号)、その他関係法令等に従い、適切な材料及び

構造のものとする。 

 

2.2.2 使用資機材の報告 

(a) 清掃に使用する資機材は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。 

(b) 使用する資機材は、品質良好なものを使用するものとし、また、受注者の責任において使用

場所に最適なものを的確に選択し、使用する。 

(c) 本作業に使用する洗剤、ワックスその他の薬品等は、本建物の各材質の特性を十分に検証し、

最適の清掃資材を使用すること。特にワックスについては、樹脂ワックスのうち、塗布後の化

学物質の放散が少ないものを使用する。製品安全データシートあるいは製造業者の情報提供書

類等を提出すること。また、塗布する量は最小限とし、塗布後は換気を十分に行うこと。 

(d) 木製フローリング又は木製什器・家具の定期清掃及びワックスがけには、合成界面活性剤や

有機溶剤等の化学物質を含まない、天然成分 100％のクリーナー、ワックスを使用すること。

使用するクリーナー、ワックスについては、経済産業省の定める「製品安全データシート（MSDS）」

（ただし、GHS分類対応のもの）を事前に提出し、了解を得ること。 

 

2.2.3 資機材等の保管 

(a) 日常清掃に使用する資機材及び衛生消耗品並びに用務で使用する工具類は、施設管理担当者

より指示された場所に、整理して保管する。 

(b) 定期清掃のみを行う場合において、当該業務に使用した資機材は、作業完了後持ち帰る。 

 

2.2.4 危険物等の取扱い 

業務で使用するガソリン、薬品、その他の危険物の取扱いは、関係法令等による。 



別紙９ 

仕  様  書 
 

１ 件  名   港区立芝浦アイランドこども園植栽管理業務 

 

２ 履行場所   港区立芝浦アイランドこども園（港区芝浦４－２０―１） 

 

３ 履行内容    

 （１）園庭等敷地内の樹木の剪定、除草及び害虫駆除を行う。 

除草（構内植栽全体）   年２回 

         樹木選定（主に常緑樹）  年１回 

         樹木選定（主に落葉樹）  年１回 

害虫駆除         随時 

 （２）農薬の使用は、厳禁とする。また、害虫駆除は、剪除、ふるい落とし、

松明を使用した炙りによる落としなど、人力によるもののみとする。 

 

４ 注意事項 

（１）履行に要する機器、資材等は、特に定めのない限り、受注者の負担とす

る。ただし作業に必要な電気、水道等の使用については、履行場所の施

設長の許可を得た場合には必要最小限度使用できるものとする。 

（２）履行に係る作業は、原則、日曜日及び祝日を除く午前９時００分から午

後５時００分までの間に実施すること。その他の時間に実施することを

要する場合には、区と受注者で協議の上決定する。また、作業に際し、

履行場所の施設長と作業日時等を調整し、作業日程を担当課及び複合施

設の主たる管理者へ連絡すること。 

（３）作業完了後、履行場所の施設長の確認を得ること。 

（４）作業の際に発生した枝葉等については、受注者の責任においてすべて持

ち帰り適正に処分すること。 

（５）履行に際し発生した損害（施設及び設備の破損、機器その他動植物及び

第三者に及ぼした損害）は、区の責に帰する場合を除き、受注者の責任

において弁償、損害賠償又は原状回復を行うこと。 

 

 

５ 成果物 

（１）完了届  １部 

（２）剪定写真 １部（作業前、作業中及び作業後の写真） 



別紙９ 

 

６ その他 

本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、港区立芝浦アイランドこども園と受

注者との間で協議の上決定するものとする。 

 



別紙１０ 

 

仕  様  書 
 

１ 件  名  学校 110番非常通報装置保守点検委託 

 

２ 履行場所  港区立芝浦アイランドこども園（港区芝浦４－２０－１） 

 

３ 保守内容 

（１）機械保守（通法機本体の自己診断機能） 

ア 定時試験 

毎月１回、定時に通報機の事故機能により電源（停電情報・電池）、押ボタ

ン線（短絡・混蝕・断線）を診断し、正常か異常かの結果を中央監視セン

ターへ通報する。 

イ 異常試験 

    常時（押しボタン線短路、混蝕等は瞬時、電池電圧異常は７日周期）

通報機を監視することにより、各種の異常の有無を診断し、異常がある

場合は中央監視センターへ通報する。中央監視センターでは、これら試

験通報の内容に基づき保守担当者を派遣し、点検修理をする。 

ウ 報告業務 

   発報があった場合（試験発報を除く）には、発報箇所及び発報時間を各

施設長、港区担当課及び東京都に対し、随時速やかに報告する。また、

発報状況（試験発報を含む）、短絡・断線・混蝕を含む機器の異常の発生

状況及び保守点検の状況を毎月１回、港区担当課と東京都に報告する。

ただし、機器の異常発生や保守点検結果に異常がない場合は、毎月１回

の報告を省略することができる。 

 

（２）巡回保守 

  ア３ヶ月に１回、巡回保守により装置の機能、特性の試験または測定を行

い、かつ異常がある場合は、その原因となる部品の交換その他必要な措

置を行うとともに「試験」情報について通報機を通じて中央監視センタ

ーへ通報し試験する。 

イ部品等の交換は、電池配線ワイヤープロテクター・押ボタンのアクリル

板等を対象とした不良部品等とする。但し、施設側による起因及び一部

自然災害で発生したものは有償とする。 

ウ通報機から１１０番通報する場合は、事前に警視庁へ試験日程表を提出

し、了解を得てから実施する 

エ押しボタンを１箇所程度、施設側に押してもらい試験をする。（非常押ボ

タン位置等の再認識と押す感触を体験する。） 

 

４ その他の派遣等 

（１）施設で発報または防犯訓練等を実施した場合は、施設長と連絡後、

保守担当者を派遣して装置の復旧及び破損した押ボタンアクリル板の交

換をする。 
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（２）誤発報が発生した場合の原因は、速やかに究明し港区担当課に報告

するとともに、警視庁へ誤報報告書を作成し提出する。 

（３）通報機にプログラムのバグ等を発見した場合は、速やかに施設長、

港区担当課及び東京都に報告し設置する。 

 

５ 巡回保守の手続 

（１）保守点検者は通報機の設置場所に到着の際、先ず施設長に保守点検

のため訪問の旨を告げ「保守巡回点検カード」を提示し、施設長立ち合

いのもとに保守点検を行う。 

（２）保守点検者は、保守点検を完了し異常のない場合は、通報機の設置

場所に備え付けられた「保守巡回点検カード」及び保守点検者が携行す

る同「保守巡回点検カード」双方に点検月日及び点検結果を記入捺印の

うえ、通報機の設置管理責任者に閲覧し、双方に確認印を受領する。 

（３）通報機に異常がある場合は、その原因をつきとめ修理可能なものは

直ちに施設長に連絡してその指示を受ける。 

 

６ 保守点検要領 

（１）通報機 LEDの確認 

通報機の各種ランプの確認をする。 

（２）装置試験 

通報機が正しく作動するか試験する。 

（３）押ボタン試験 

各押しボタンを押して通報機を動作させ、発報確認ランプ点灯・発報用ブ

ザー鳴動の確認をする。 

（４）ダイヤルパルス試験 

１１０番が正しくダイヤルされるかどうか試験をする。 

（５）録音再生試験 

録音の状態を聴取し、音量・明瞭度を確かめる。 

（６）押しボタンの配線短絡等の試験 

押しボタンの配線が短絡したときに中央監視センターに通報するかの試験

をする。 

（７）回線接続試験 

電話加入回線との接続状況を点検する。 
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仕  様  書 

 

１ 件  名   一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬業務 

 

２ 履行場所   港区立芝浦アイランドこども園（港区芝浦４－２０－１） 

 

３ 委託内容   港区立芝浦アイランドこども園及び芝浦アイランド児童高齢者

交流プラザから発生する一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬業務 

 （１）一般廃棄物（可燃物） 

   ア 可燃物の処理は、芝浦アイランドこども園のごみ集積所より収集し、東京

２３区清掃一部事務組合所管の処理施設に運搬すること。 

   イ 処理手数料を東京２３区清掃一部事務組合へ納付すること。手数料金額は

契約金額に含めるものとする。 

ウ 収集日は、月・水・金曜日とする。収集日の月・水・金曜日が祝日等に当

たった場合はその翌日に処理すること。 

 （２）古紙 

   ア 古紙は、芝浦アイランドこども園のごみ集積所より収集し、リサイクル専

門事業者に運搬すること。 

   イ 古紙の収集日は、毎週火曜日１回とし、収集日が祝日等の場合は、処理は

一切行わない。 

ウ 古紙の種類はＯＡ紙、新聞紙、雑誌、段ボール、ミックス紙とする。 

 （３）産業廃棄物（不燃物） 

ア 不燃物の処理は、芝浦アイランドこども園のごみ集積所より収集し、産業

廃棄物処分業許可業者の処理施設に運搬すること。ただし、処分費用につ

いては契約に含めないものとする。 

イ 不燃物の収集日は、毎週木曜日１回とし、収集日が祝日等の場合は、処理

は一切行わない。 

ウ 産業廃棄物の種類は木くず、廃プラスチック類、ペットボトル、金属くず

（空缶）、ガラス・コンクリート・陶磁器くず（瓶）とする。 

エ 粗大ゴミは、不燃物に含む。なお、粗大ゴミの収集は芝浦アイランドこど

も園の指定する日とする。（日時等については、事前に協議する。） 

（４）産業廃棄物（資源プラスチック） 

ア 資源プラスチックは、芝浦アイランドこども園のゴミ集積所より収集し、

リサイクル許可業者の処理施設に運搬すること。ただし、処分費用について

は契約に含めないものとする。 

   イ 資源プラスチックの収集日は、毎週月曜日１回とし、収集日が祝日等の場
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合、処理は一切行なわない。 

   ウ 廃棄物の種類は、資源プラスチック（フイルム・袋類、パック・カップ類、

トレイ類、緩衝材・ケース・チューブ類、ボトル類、キャップ・ふた類、

そ の他プラスチック製品）とする。 

 

※ 上記（１）～（４）のうち収集日を設定してあるものについては、契約期間

中でも一部変更もあり得る。 

 

４ 受注者の責務 

（１）受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、搬出作業に努めるものとし、

良好な環境衛生の維持と、労働安全規則等を遵守し、安全管理に万全を期すこと。 

（２）作業員は、作業中受注者の定める制服を着用し、名札をつけること。 

（３）受注者は、都度必要事項の記載された搬出伝票（可燃物、不燃物、粗大ゴミ、

古紙、資源プラスチック）を芝浦アイランドこども園に提出すること。 

（４）受注者は、運搬実績の報告書を請求書と併せて、業務終了後 10 日以内に芝浦

アイランドこども園に提出すること 

（５）受注者は、万が一、積み残し等があった場合速やかに処理すること。 

（６）受注者は、産業廃棄物収集運搬業許可証の写しを契約書に添付すること。許可

事項に変更があった時は、速やかにその旨を通知し、変更後の許可証の写しを提出

すること。 

（７）保管積替は禁止する。 

（８）受注者が収集した廃棄物の運搬を完了していない時は、双方の責任において処

理した後でなければ契約は解除できないものとする。  

（９）受注者は廃棄物の処理及び清掃に関する法律、港区廃棄物の処理及び再利用に

関する条例及び行政指導等を遵守して適正に収集運搬を行うこと。 

（１０）受注者の責務において、区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、

事故防止に関する必要な措置を講じること。 

（１１）受注者は常に善良なる管理者の注意を持って業務を遂行し、業務の進捗状況

について確認のうえ適宜報告すること。 

（１２）業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。契約の解除及び期間満

了後においても同様とする。 

（１３）受注者は、本契約の履行に当たり、「港区職員の障害を理由とする差別の解

消の推進に関する要綱」の趣旨を踏まえ、適切な対応を図ること。 

（１４）受注者は、「港区職員のハラスメントの防止等に関する要綱」を遵守するこ

と。また、ハラスメントが発生した場合は、発注者と連携して適切に対応するこ

と。 

（１５）受注者は、本契約の履行に当たり、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷
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惑の防止に関する条例」（平成９年港区条例第 42号）第９条に規定するみなとタ

バコルールを遵守すること。 

（１６）受注者は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守り、

あらゆる差別をなくすために適切な対応を図ること。 

（１７）受注者は、本契約の履行に当たり、地球温暖化防止のため、省エネルギー対

策に務めること。 

 

５ 車両等の確保 

 搬出作業に必要な運搬車両及び資材は、受注者の負担とする。 

 

６ 搬出日及び搬出時間 

（１）廃棄物の搬出日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、双方の合意によ

って搬出する場合はその限りでない。なお、祝日（代替日を含む）等にあた

る場合及び年末年始の１２月２９日～１月３日は除くものとする。 

（２）廃棄物の搬出時間は、原則として午前８時から午後４時とする。ただし緊急

の場合はその限りでない。 

 

７ 環境により良い自動車利用 

（１）本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康

と安全を確保する環境に関する条例（平成１２年東京都条例第２１５号）の規定

に基づき、次の事項を遵守すること。 

ア ディーゼル車規制に適合する自動車であること。 

イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の

削減等に関する特別措置法（平成４年法律第７０号）の対策地域内で登録可能な

自動車利用に努めること。 

（２）２電動車を始め、低公害・低燃費な自動車利用に努めること。電動車とは、

電気自動車（ＥＶ）、プラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ）、燃料電池自動車（Ｆ

ＣＶ）、ハイブリッド自動車（ＨＶ）の総称を指す。 

（３）適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減

少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示

し、又は提出すること。 

（４）本契約の履行に当たって観光バスを使用する場合は、「観光バスの環境性能

表示に係るガイドライン（平成 29年 3月 16日付改正 28環改車第 790号）」に規

定する評価基準Ａランク以上の車両を供給すること。 

 

８ その他 

（１）搬出場所（ごみ処理場）は、常に整理、整頓し、清潔にすること。 

（２）集積に当たっての積み残し等の無いよう十分に注意し処理に当たること。 
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（３）マニフェスト伝票は受注者の負担とする。 

（４）施設以外の収集は一切行わないこと。 

（５）本契約の履行にあたって自動車を使用し、又は使用させる場合は、｢都民の

健康と安全を確保する環境に関する条例｣に規定する、ディーゼル車規制に

適合する自動車とすること。 

（６）受注作業中に発生した事故による第三者および芝浦アイランドこども園への

損害については、受注者の責任で原状回復または損害賠償を行うこと。 

（７）本仕様書に定めのない事項又は、作業の実施にあたって疑義が生じた場合は、

芝浦アイランドこども園と受注者が協議の上、決定することとする。 
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仕  様  書 

 

１ 件  名   

一般廃棄物・産業廃棄物処分業務 

２ 履行場所   

港区立芝浦アイランドこども園（港区芝浦４－２０－１） 

 

３ 産業廃棄物の種類 

 木くず、廃プラスチック類、ペットボトル、金属くず（空缶）、ガラス・コン

クリート・陶磁器くず（瓶） 

４ 作業内容 

収集・運搬された廃棄物について、最終処分を行うこと。また、作業内容の

詳細については、約款において規定する。 

なお、個人情報を含む廃棄処理物品については物理的粉砕を行い、データ消

去作業が完了した旨のデータ消去作業完了証明書を区に提出すること。 

 

５ 受注者の責務 

（１）受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、作業に努めるものとし、

良好な環境衛生の維持と、労働安全規則等を遵守し、安全管理に万全を期す

こと。 

（２）受注者は、都度必要事項の記載された搬入伝票（可燃物、不燃物、粗大

ゴミ、古紙、資源プラスチック）を芝浦アイランドこども園に提出すること。 

（３）受注者は、処理実績の報告書を請求書と併せて、、業務終了後 10 日以内

に芝浦アイランドこども園に提出すること 

（４）受注者は、産業廃棄物処分業許可証の写しを契約書に添付すること。許

可事項に変更があった時は、速やかにその旨を通知し、変更後の許可証の写

しを提出すること。 

（５）受注者が搬入された廃棄物の処理を完了していない時は、双方の責任に

おいて処理した後でなければ契約は解除できないものとする。 

（６）受注者は廃棄物の処理及び清掃に関する法律、港区廃棄物の処理及び再

利用に関する条例及び行政指導等を遵守して適正に処分を行うこと。 

（７）受注者の責務において、区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を

期し、事故防止に関する必要な措置を講じること。 

（８）受注者は常に善良なる管理者の注意を持って業務を遂行し、業務の進捗

状況について確認のうえ適宜報告すること。 
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（９）業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。契約の解除及び期

間満了後においても同様とする。 

（１０）受注者は、本契約の履行に当たり、「港区職員の障害を理由とする差

別の解消の推進に関する要綱」の趣旨を踏まえ、適切な対応を図ること。 

（１１）受注者は、「港区職員のハラスメントの防止等に関する要綱」を遵守す

ること。また、ハラスメントが発生した場合は、発注者と連携して適切に

対応すること。 

（１２）受注者は、本契約の履行に当たり、「港区環境美化の推進及び喫煙によ

る迷惑の防止に関する条例」（平成９年港区条例第 42 号）第９条に規定す

るみなとタバコルールを遵守すること。 

（１３）受注者は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳

を守り、あらゆる差別をなくすために適切な対応を図ること。 

（１４）受注者は、本契約の履行に当たり、地球温暖化防止のため、省エネル

ギー対策に務めること。 

 

６ 資機材等の確保 

  処理作業に必要な資機材は、受注者の負担とする。 

 

７ 環境により良い自動車利用 

（１）本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民

の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成１２年東京都条例第２１

５号）の規定に基づき、次の事項を遵守すること。 

ア ディーゼル車規制に適合する自動車であること。 

イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における

総量の削減等に関する特別措置法（平成４年法律第７０号）の対策地域内

で登録可能な自動車利用に努めること。 

（２）電動車を始め、低公害・低燃費な自動車利用に努めること。電動車と

は、電気自動車（ＥＶ）、プラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ）、燃料

電池自動車（ＦＣＶ）、ハイブリッド自動車（ＨＶ）の総称を指す。 

（３）適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状

物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、

速やかに提示し、又は提出すること。 

（４）本契約の履行に当たって観光バスを使用する場合は、「観光バスの環境

性能表示に係るガイドライン（平成 29 年 3 月 16 日付改正 28 環改車第 790

号）」に規定する評価基準Ａランク以上の車両を供給すること。 

 

８ その他 

（１）マニフェスト伝票は受注者の負担とする。 
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（２）受注作業中に発生した事故等による第三者及び発注者への損害につい

ては、原則として受注者の責任で原状回復または損害賠償を行うこと 

（３）本仕様書に定めのない事項又は、作業の実施にあたって疑義が生じた

場合は、芝浦アイランドこども園と受注者が協議の上、決定すること

とする。 

 


